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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年８月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２３年８月７日（日） １３時２０分ごろ 

発生場所 不明（広島県廿日市市厳島（宮島）東方沖） 

事故調査の経過  平成２３年８月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ ミルク号、５トン未満 

 ２７３－１０３２９広島、個人所有 

 ２.６４ｍ（Lr）×１.０１ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、７３kＷ、平成１１年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１年６月１３日 

  免許証交付日 平成１９年５月２４日 

         （平成２４年７月１５日まで有効） 

被引浮体搭乗者Ａ 男性 ３５歳 

特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２１年１０月１６日 

  免許証交付日 平成２１年１０月１６日 

         （平成２６年１０月１５日まで有効） 

被引浮体搭乗者Ｂ 男性 １８歳 

 死傷者等 軽傷 ２人（被引浮体搭乗者Ａ及び被引浮体搭乗者Ｂ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、友人の被引浮体搭乗者Ａ（以下「搭乗

者Ａ」という。）及び被引浮体搭乗者Ｂ（以下「搭乗者Ｂ」という。）ほか

３人が乗った被引浮体（以下「バナナボート」という。）をえい
．．

航しながら

遊走中、平成２３年８月７日１３時２０分ごろ、厳島（宮島）の東方沖に

おいて、搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂが、バナナボートから落水して負傷した。 

 負傷した２人は、本船に同乗して廿日市市地御前漁港に向かい、救急車

で病院に急送されて治療を受けた。搭乗者Ａは、全治１週間の通院加療を

要する下顎裂傷を、搭乗者Ｂは、後頭部に擦り傷をそれぞれ負った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １～２ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 搭乗者Ａは、本船の所有者であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

不明 

不明 
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気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

 本船は厳島（宮島）の東方沖でバナナボートを

えい
．．

航中、バナナボートに乗っていた搭乗者Ａ及

び搭乗者Ｂが落水して負傷したものと考えられ

る。 

本船のバナナボートのえい
．．

航模様、バナナボー

トの状況、救命胴衣の着用状態、落水した状況な

どについては、船長等の事故関係者の協力が得ら

れなかったため、明らかにすることはできなかっ

た。 

原因 本事故は、本船が厳島（宮島）の東方沖でバナナボートをえい
．．

航中、バ

ナナボートに乗っていた搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂが落水したことにより発生

したものと考えられる。 

 




